
思いやりと交流で創る 新生文化都市
SHIMOTSUKE-CITY

33

自
衛
官
幹
部
候
補
生
募
集
案
内

●
応
募
種
目

一
般
、
技
術
、
歯
科
及
び
薬
剤

科
幹
部
候
補
生

●
受
験
資
格

※
す
べ
て
日
本
国
籍
を
有
す
る
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
一
般
、
技
術

・
22
歳
以
上
〔
大
卒
者
又
は
平
成

21
年
3
月
大
学
卒
業
見
込
み

（
以
下
見
込
と
表
記
）
の
方
は
20

歳
以
上
〕
26
歳
未
満
（
平
成
21

年
4
月
1
日
現
在
）
の
方

・
大
学
修
士
課
程
修
了
者
（
見
込

含
む
）
は
、
28
歳
未
満
の
方

・
技
術
幹
部
候
補
生
は
、
大
学
の

理
学
ま
た
は
工
学
課
程
修
了
者

②
歯
科
、
薬
剤
科

・
歯
科
は
、
大
学
の
歯
学
科
卒

（
見
込
含
む
）
で
、
20
歳
以
上
30

歳
未
満
の
方

・
薬
剤
科
は
、
大
学
の
薬
剤
科
卒

（
見
込
含
む
）
で
、
20
歳
以
上
26

歳
未
満
（
薬
剤
修
士
取
得
者
は

28
歳
未
満
）
の
方

●
受
付
期
間

4
月
1
日（
火
）

〜
5
月
12
日（
月
）

●
試
験
期
日
（
１
次
試
験
）

5
月
17
日（
土
）

●
問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
小
山
地
域
事
務
所

1（
25
）4
7
6
3

予
備
自
衛
官
募
集
案
内

●
受
験
資
格

日
本
国
籍
を
有
す
る
18
歳
以
上

34
歳
未
満
（
平
成
20
年
7
月
1
日

現
在
）（
医
師
、
看
護
師
等
指
定
技

能
の
保
有
者
は
55
歳
ま
で
）
の
方

●
受
付
期
間

4
月
14
日（
月
）
ま
で

●
試
験
期
日

4
月
19
日
（
土
）、
20
日
（
日
）、

21
日（
月
）
の
い
ず
れ
か
1
日

●
予
備
自
衛
官
補
に
つ
い
て

普
段
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
に
従

事
し
な
が
ら
訓
練
を
受
け
、
防
衛

出
動
な
ど
緊
急
時
に
召
集
さ
れ
活

動
す
る
「
予
備
自
衛
官
」
を
一
般

公
募
に
て
養
成
す
る
も
の
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
小
山
地
域
事
務
所

1（
25
）4
7
6
3

「
南
河
内
の
樹
木
観
察
会
」の

説
明
会
と
特
別
講
演
会

●
日
　
時

3
月
11
日（
火
）
午
前
10
時
〜
正
午

●
場
　
所
　

市
生
涯
学
習
情
報
セ
ン
タ
ー

●
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー

吉
田
春
彦
・
小
栗
宗
彦
（
木
を

知
ろ
う
、
森
を
知
ろ
う
会
・
自
然

観
察
指
導
員
）

●
共
　
催

生
涯
学
習
課

●
内
　
容
　

①
樹
木
観
察
会
（
年
4
回
程
度
、

平
日
、
徒
歩
）
と
事
前
勉
強
会

の
説
明
会

②
特
別
講
演

宇
都
宮
大
学
農
学
部

名
誉
教
授
　
谷
本
丈
夫
氏

※
説
明
会
、
講
演
会
へ
の
参
加
は
、

無
料
で
す
。

●
入
会
費

年
間
1，
0
0
0
円
、
観
察
会

ご
と
に
100
円
（
保
険
代
）

●
応
募
資
格
　

①
地
域
の
樹
木
に
関
心
が
あ
り
、

名
前
を
知
り
た
い
と
思
う
方

②
市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
方

③
健
康
で
自
己
責
任
が
持
て
る
方

④
個
人
情
報
に
つ
い
て
ナ
ビ
ゲ
ー

タ
ー
及
び
情
報
セ
ン
タ
ー
で
管

理
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
方

●
定
　
員

20
名
程
度
（
多
数
の
場
合
は
抽

選
に
な
り
ま
す
）

●
申
し
込
み
先

生
涯
学
習
情
報
セ
ン
タ
ー

1（
40
）0
9
1
1

＜消費税・地方消費税（個人事業者）の確定申告と納税は正しくお早めに！＞
平成19年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は、3月31日（月）が申告・納付の期限と

なっています。申告書はご自分で書いてできるだけお早めに提出してください。申告書は郵便や信書便
による送付でも提出することができます。また、自宅やオフィスから、インターネットで申告や納税が
できる「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」もぜひご利用ください。
国税庁ホームページでは、個人の方の確定申告書等の作成ができる「確定申告書等作成コーナー」を

開設しています。「確定申告書等作成コーナー」で作成したデータは、直接e-Taxに送信することもでき
ます（事前手続が必要です）。申告書の作成にはぜひこちらをご利用ください。
「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」の詳細につきましては、e-Taxホームページ【http://www.e-
tax.nta.go.jp】でご確認されるか、栃木税務署におたずねください。
＜平成19年分において｢課税事業者｣となるのは、次の方々です。＞
○平成17年分の課税売上高が1千万円を超える事業者
○平成17年分の課税売上高が1千万円以下の事業者で、平成18年12月末までに「消費税課税事業者選択届
出書」を提出している事業者
＜振替納税をご利用の皆様へ＞
申告所得税の振替納付日は4月22日（火）、消費税及び地方消費税は、4月24日（木）です。
※2～3日前には、預貯金残高をお確かめください。

栃木税務署からのお知らせです栃木税務署からのお知らせです

栃木税務署 10282-22-0885問い合わせ先

こ
の
た
び
、
Ｊ
Ａ
お
や
ま
様

よ
り
市
の
社
会
福
祉
協
議
会
へ
、

Ｊ
Ａ
ま
つ
り
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
益

金
６
３，

１
５
０
円
の
寄
付
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
厚
意
に
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

あ
た
た
か
い
心


